
第505号

発　行　令和 7年12月12日

発行所　名護市

市   章
　　　　総務部総務課

　　　――――　条　　　　例　―――― 　予算の公表について（第１号補正）

○　名護市条例第24号(人事行政課) ○　名護市告示第180号(総務課)

　名護市職員の給与に関する条例等の一部を 　令和７年第221回名護市議会定例会の招

　改正する条例の公布について 　集告示について

　　　――――　規　　　　則　―――― ○　名護市告示第181号(財政課)

○　名護市規則第33号(建築住宅課) 　令和７年度上半期名護市財政事情及び令和

　名護市営住宅設置及び管理条例施行規則の 　６年度仮決算状況の公表について

　一部を改正する規則の公布について ○　名護市告示第182号(市民課)

○　名護市規則第34号(総務課) 　住所異動催告及び催告期限経過後（令和７

　名護市行政財産使用料条例施行規則の一部 　年12月1日）住民票消徐の告示について

　を改正する規則の公布について ○　名護市告示第183号(税務課)

　　　――――　告　　　　示　―――― 　令和7年度市県民税納税通知書の公示送達

○　名護市告示第171号(子育て支援課) 　について

　名護市放課後児童健全育成事業補助金交付 　　　――――　公　　　　告　――――

　要綱の一部を改正する要綱の告示について ○　名護市公告第93号(税務課)

○　名護市告示第172号(国民健康保険課) 　令和７年度インターネット公売（公売５）

　令和７年度国民健康保険税納税通知書の公 　に係る最高価申込者決定の通知及び公告に

　示送達について 　ついて

○　名護市告示第173号(保育・幼稚園課) ○　名護市公告第94号(工事契約検査課)

　子ども・子育て支援法第58条の11の規 　名護市公募型指名競争入札の実施について

　定に基づく告示について 　(宮里大南線（1工区）道路改良工事（そ

○　名護市告示第174号(総務課) 　の7））

　令和７年第314回名護市議会臨時会の招 ○　名護市公告第95号(工事契約検査課)

　集告示について 　名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第176号(財政課) 　（安部ナート川整備工事その２）

　令和７年度名護市一般会計補正予算の公表 ○　名護市公告第96号(総務課)

　について（第４号補正） 　名護市公募型指名競争入札の実施について

○　名護市告示第177号(財政課) 　（安部ナート川整備工事その１）

　令和７年度名護市国民健康保険特別会計予 ○　名護市公告第96-2号(農林水産課)

　算の公表について（第２号補正） 　羽地大川地区土地改良区規約第45条の規

○　名護市告示第178号(財政課) 　定による財務状況の公告について

　令和７年度名護市介護保険特別会計予算の ○　名護市公告第97号(農林水産課)

　公表について（第２号補正） 　羽地大川土地改良区役員選任の公告について

○　名護市告示第179号（財政課) ○　名護市公告第98号(総務課)

　令和７年度名護市後期高齢者医療特別会計 　名護市公募型指名競争入札の実施について

名　護　市　公　報

名護市公報



　（名護市消火栓設置工事（R7））

○　名護市公告第99号(総務課)

　名護市公募型指名競争入札の実施について

　（やが市営住宅建替機械整備工事）



名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をとこに公布する。

令和7年グ月才1日

.

名護市条例第Zy号
名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例~別紙

名護市長 ル、1K・六1'^
゛ー

二

ー
ー
J



名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

(名護市職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条名護市職員の給与に関する条例(1970年条例第Ⅱ号)の一部を次のように改正す

る。

第15条第 2項中「4,400円」を「4,700円」に改める。

第17条第2項中「100分の125」を「、 6月に支給する場合においては100分の125、 12

月に支給する場合においては100分の127.5」に改め、同条第3項中「100分の125」を

「6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の

127.5」に、「100分の70」を「6月に支給する場合においては100分の70、 12月に支給

する場合においては100分の72.5」に改める。

第17条の4第2項第1号中「100分の105」を「、 6月に支給する場合においては100

分の105、 12月に支給する場合においては100分の107.5」に改め、同項第2号中「100分

の50」を「、 6月に支給する場合においては100分の50、 12月に支給する場合において

は100分の52.5」に改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1 (第4条関係)

行政職給料表

職員の

区分

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員

職務

の級

号給

円

420,700

422,600

424,500

426,300

428,100

429,900

431,700

433,500

435,100

436,600

438,100

439,600

441,100

442,400

443,700

444,900

446,100

447,400

448,700

449,900

451,100

451,900

452,700

453,500

454,100

454,700

455,300

1級

給料月額

円

195,800

196,900

198,100

199,200

200,300

202,000

203,600

205,200

206,700

208,400

210,000

211,600

213,100

214,800

216,500

218,200

219,400

221,000

222,600

224,100

225,600

227,200

228,800

230,400

232,000

233,700

235,000

2級

給料月額

円

242,000

243,300

244,700

246,100

247,500

248,900

250,300

251,700

253,100

254,300

2託,600

256,900

258,100

259,300

260,500

261,700

262,800

263,900

265,000

266,100

267,000

268,000

269,000

270,000

271,000

271,900

272,700

3級

給料月額

円

276,300

27フ,300

278,300

279,300

280,300

281,300

282,200

283,200

284,200

285,200

286,200

287,200

288,200

289,500

290,800

292,000

293,200

294,500

295,700

296,900

297,900

299,100

300,300

301,600

302,900

303,900

304,900

4級

給料月額

円

309,800

311,300

312,700

314,100

315,500

316,600

317,600

318,800

320,000

321,600

323,200

324,800

326,200

327,800

329,400

331,000

332,400

334,100

335,700

337,300

338,700

340,400

342,100

343,700

344,900

346,800

348,500

5級

給料月額

円

332,600

334,400

336,200

337,900

339,600

341,300

343,000

344,600

346,200

347,900

349,600

351,200

352,700

354,300

355,900

357,400

358,800

360,500

362,100

363,700

364,800

366,300

367,800

369,300

371,000

372,800

374,400

6級

給料月額

円

366,800

368,500

370,100

371,700

373,300

375,100

376,600

378,200

379,500

381,100

382,700

384,200

386,100

388,000

389,900

391,700

393,200

395,000

396,700

398,300

400,000

401,400

402,800

404,200

405,600

406,800

408,000

7級

給料月額

1
2
3
4
5
6
7
8
9
W
Ⅱ
松
W
^
巧
^
^
^
^
^
幻
^
^
^
^
^
^



455,900

456,600

457,400

457,800

458,500

459,000

459,400

459,800

460,200

460,600

460,900

461,200

461,500

461,800

462,100

462,400

462,700

463,000

236,300

237,600

238,700

239,800

240,900

242,000

242,900

243,800

244,800

245,800

246,700

247,600

248,400

249,200

249,900

250,500

251,100

251,800

252,400

253,000

253,600

254,100

254,700

255,300

255,800

256,200

256,600

256,900

257,200

257,500

257,800

258,100

258,400

258,700

259,000

259,300

259,600

259,900

260,200

260,500

260,800

261,100

261,400

261,700

262,000

262,300

262,600

262,900

273,600

274,400

275,200

276,000

276,700

27フ,400

278,200

279,000

279,600

280,300

281,100

281,800

282,500

283,200

283,900

284,600

285,300

286,000

286,600

287,300

287,900

288,600

289,200

289,900

290,600

291,100

291,700

292,300

293,000

293,600

294,200

294,800

295,500

296,100

296,700

297,200

297,700

298,200

298,800

299,300

299,900

300,300

300,800

301,300

301,900

302,400

302,800

303,100

305,900

307,000

308,200

309,300

310,500

311,600

312,900

314,200

315,500

316,700

318,000

319,300

320,600

321,900

詑3,100

324,400

325,500

326,400

327,700

329,000

330,300

331,400

332,700

333,900

335,100

336,400

337,400

338,500

339,600

340,300

341,200

341,900

342,700

343,500

343,900

344,400

345,100

345,900

346,600

347,300

347,900

348,400

349,000

349,500

350,100

350,400

350,900

351,200

350,100

351,600

353,200

354,800

356,400

358,100

359,900

361,700

363,500

365,000

366,400

367,800

369,200

370,700

371,500

372,400

373,400

374,300

375,400

376,300

37フ,300

378,200

378,900

379,600

380,200

380,600

381,200

381,800

382,500

382,800

383,500

384,200

384,800

385,100

385,600

386,200

386,800

387,100

387,700

388,400

389,000

389,400

389,900

390,500

391,000

391,500

392,100

392,500

376,100

37フ,500

378,800

380,000

381,400

382,500

383,400

384,400

385,400

386,200

387,100

388,000

388,800

389,600

390,400

391,200

391,900

392,600

393,300

394,000

394,700

395,200

395,800

396,400

397,100

397,500

398,100

398,700

399,200

399,600

400,200

400,800

401,300

401,700

402,200

402,700

403,300

403,600

404,000

404,300

404,700

405,000

405,300

405,600

405,800

406,000

406,300

406,600

409,000

410,100

411,300

412,400

413,500

414,200

414,900

415,500

416,200

416,800

417,400

417,900

418,300

418,700

418,900

419,200

419,500

419,800

420,100

420,400

420,700

420,900

421,200

421,400

421,700

421,900

422,200

422,500

422,800

423,000

423,300

423,600

423,800

424,000

424,300

424,600

424,800

425,000

425,300

425,600

425,800

426,000

426,300

426,600

426,800

427,000

8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
フ
フ
フ
フ
フ



76

フフ

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

田

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

Ⅱ0

111

Ⅱ2

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

263,200

263,500

263,800

264,100

264,400

264,700

265,000

265,300

265,600

265,900

266,200

266,500

266,800

267,100

267,400

267,700

268,000

268,300

303,400

303,600

303,900

304,100

304,400

304,600

304,800

305,100

305,300

305,600

305,800

306,100

306,400

306,700

307,000

307,300

307,600

307,800

308,000

308,300

308,700

308,900

309,200

309,500

309,900

310,100

310,400

310,700

311,000

311,200

311,500

311,800

312,100

312,300

312,600

313,000

313,300

313,500

313,700

314,000

314,400

314,600

314,800

315,100

315,400

3巧,700

315,900

316,200

351,600

352,000

352,500

353,000

353,500

353,800

354,200

354,600

355,000

355,300

355,700

356,100

356,500

356,700

357,100

357,500

357,900

358,100

358,400

358,800

359,100

359,400

359,800

360,200

360,600

361,100

361,500

361,900

362,300

362,800

363,200

363,500

363,800

364,200

392,800

393,200

393,700

394,100

394,500

394,900

395,400

395,800

396,200

396,500

406,800

407,000

407,300

407,600

407,800

408,000

408,300

408,600

408,800

409,000



124

125

左手月1」

任用

時間

務職

316,500

316,800

備考この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第20

条に規定する職員を除く。

別表第4を次のように改める。

別表第4 (第18条の2 関係)

基準

給料月額

円

200,300

基準

給料月額

5キロメートル未満

5キロメートル以上10キロメートル未満

円

227,800

10キロメートル以上15キロメートル未満

基準

給料月額

15キロメートノレ以上20キロメートノレ未満

20キロメートノレ以上25キロメートノレ未満

25キロメートノレ以上30キロメートノレ未満

円

269,500

基準

給料月額

使用距雛(片道)

30キロメートノレ以上35キロメートノレ未満

35キロメートノレ以上40キロメートノレ未満

40キロメートノレ以上45キロメートノレ未満

円

290,100

妬キロメートノレ以上50キロメートノレ未満

基準

給料月額

50キロメートノレ以上55キロメートノレ未満

55キロメートル以上60キロメートノレ未満

第2条名護市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第17条第2項中「、 6月に支給する場合においては100分の125、 12月に支給する場合

に船いては100分の127.5」を「lo0分の126.25」に改め、同条第3項中「6月に支給す

る場合においては100分の125、 12月に支給する場合においては100分の127.5」を「100

分の126.25」に、「6月に支給する場合においては100分の70、 12月に支給する場合に

おいては100分の72.5」を「100分の71.25」に改める。

第17条の4第2項第1号中「、 6月に支給する場合においては100分の105、 12月に支

給する場合においては100分の107.5」を「100分の106.25」に改め、同項第2号中「、

6月に支給する場合においては100分の50、 12月に支給する場合においては100分の

52,5」を「100分の51.25」に改める。

別表第4中

円

305,700

60キロメートノレ以上

基準

給料月額

円

331,900

基準

給料月額

円

374,800

手当額

60キロメートル以上

2,000円

42,200円

4,200円

フ,300円

10,400円

印キロメートノレ以上鉐キロメートノレ未満

13,500円

65キロメートノレ以上70キロメートノレ未満

16,600円

19,700円

22,800円

25,900円

29,100円

32,300円

35,500円

38,700円

38,700円

38,700円

定
再
短
勤
員

を
「



70キロメートル以上75キロメートノレ未満

75キロメートノレ以上80キロメートノレ未満

80キロメートノレ以上85キロメートル未満

85キロメートノレ以上90キロメートノレ未満

90キロメートノレ以上95キロメートノレ未満

95キロメートノレ以上100キロメートノレ未満

に改める。

(右護市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正)

第3条名護市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成28年条例第

20号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項の給料表を次のように改める。

100キロメートノレ以上

職務の級

(名護市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第4条名護市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19

号)の一部を炊のように改正する。

別表第1を次のように改める。

別表第1 (第4条関係)

行政職給料表

給料月額(円)

1級

200,300

職務の級

2級

1

247,500

45,700円

号給

2

49,200円

3

3級

52,700円

4

280,300

56,200円

5

59,600円

6

給料月額(円)

63,000円

7

4級

66,400円

1級

8

315,500

9

10

5級

11

339,600

12

195,800

13

196,900

6級

14

198,100

給料月額(円)

373,300

15

199,200

2級

200,300

16

202,000

17

7級

203,600

18

428,100

205,200

19

242,000

20

206,700

243,300

訂

208,400

244,700

210,000

22

給料月額(円)

246,100

211,600

3

3級

247,500

213,100

248,900

214,800

250,300

216,500

251,700

218,200

276,300

253,100

219,400

27フ,300

254,300

221,000

278,300

255,600

222,600

279,300

256,900

224,100

280,300

258,100

225,600

281,300

259,300

227,200

282,200

260,500

228,800

283,200

261,700

284,200

262,800

285,200

263,900

286,200

265,000

287,200

266,100

288,200

267,000

289,500

268,000

290,800

269,000

292,000

293,200

294,500

295,700

296,900

297,900

299,100

300,300



24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

230,400

36

232,000

37

233,700

38

235,000

39

236,300

40

237,600

U

238,700

42

239,800

270,000

43

240,900

271,000

44

242,000

271,900

45

242,900

272,700

46

243,800

273,600

47

244,800

274,400

48

245,800

275,200

49

246,700

276,000

50

247,600

301,600

276,700

51

248,400

302,900

27フ,400

52

249,200

303,900

53

278,200

249,900

304,900

279,000

54

250,500

305,900

279,600

55

251,100

307,000

56

280,300

251,800

308,200

281,100

57

252,400

309,300

281,800

253,000

58

310,500

282,500

59

253,600

311,600

283,200

60

254,100

312,900

283,900

61

254,700

314,200

284,600

62

255,300

315,500

285,300

63

255,800

316,700

286,000

64

256,200

318,000

286,600

256,600

65

319,300

287,300

66

256,900

320,600

287,900

67

257,200

321,900

288,600

68

257,500

323,100

289,200

257,800

69

324,400

289,900

70

258,100

325,500

290,600

258,400

326,400

291,100

258,700

327,700

291,700

259,000

329,000

292,300

259,300

330,300

293,000

259,600

331,400

293,600

259,900

332,700

294,200

260,200

333,900

294,800

260,500

335,100

295,500

260,800

336,400

296,100

261,100

337,400

296,700

261,400

338,500

297,200

339,600

297,700

340,300

298,200

341,200

298,800

341,900

299,300

342,700

299,900

343,500

300,300

343,900

300,800

344,400

345,100

345,900

346,600

347,300

347,900

348,400

349,000



71

72

73

74

75

76

フフ

78

79

80

雛

82

261,700

83

262,000

84

262,300

85

262,600

86

262,900

87

263,200

88

263,500

89

263,800

90

301,300

264,100

91

301,900

264,400

92

302,400

264,700

93

302,800

265,000

94

303,100

265,300

95

303,400

265,600

96

303,600

265,900

97

303,900

266,200

349,500

98

304,100

266,500

350,100

99

304,400

266,800

350,400

100

304,600

267,100

350,900

101

304,800

267,400

351,200

102

305,100

267,700

351,600

103

305,300

268,000

352,000

104

305,600

268,300

352,500

105

305,800

353,000

106

306,100

353,500

306,400

107

353,800

306,700

108

354,200

109

307,000

354,600

110

307,300

355,000

307,600

111

355,300

307,800

H2

355,700

308,000

113

356,100

114

308,300

356,500

308,700

115

356,700

308,900

H6

357,100

309,200

117

357,500

309,500

357,900

309,900

358,100

310,100

358,400

310,400

358,800

310,700

359,100

3H,000

359,400

311,200

359,800

311,500

360,200

311,800

360,600

312,100

361,100

312,300

361,500

312,600

361,900

313,000

362,300

313,300

362,800

313,500

363,200

313,700

363,500

314,000

363,800

314,400

364,200

314,600



118

Π9

120

121

122

123

124

125

備考この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に
適用する。ただし、第24条に規定する会計年度任用職員を除く。
附則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日か
ら施行する。

2 第1条の規定による改正後の名護市職員の給与に関する条例第15条第2項、別表第1
及び別表第4の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の名護市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す
る条例の第6条第1項の規定は、令和7年4月1日から適用する。
4 第4条の規定による改正後の名護市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の名護市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給さ
れた給与は、改正後の名護市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
6 第3条の規定による改正前の名護市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す
る条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の名護市一般職の任期付職員の採用
及び給与の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

7 第4条の規定による改正前の名護市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条
例の規定に基づいて支給された給与及び費用弁償は、改正後の名護市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の規定による給与及び費用弁償の内払とみなす。

314,800

315,100

315,400

315,700

315,900

316,200

316,500

316,800



名護市営住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 7年グ月ルヨ

軍

名護市規則第33 号
名護市営住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正tる規則

ル"六t名護市長

~別紙



名護市営住宅設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則
名護市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年規則第8号)の一部を次のように改正

する。

第3条の3第1項中「20歳未満」を「18歳未満」に改め、同項に次の1号を加える。

⑧小さな子どものいる世帯や多子世帯未就学児がいる世帯又は18歳未満の子どもが

2人以上いる世帯

附則

この規則は、公布の日から施行する。



名護市行政財産使用料条例施行規則(昭和55年規則第5号)の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

令和 7年//月/9日

.

名護市規則第 J¥・号

名護市行政財産使用料条例施行規則(昭和肪年規則第5号)の一部を改正する規則

~別紙

ルμ武'司名護市長



名護市行政財産使用料条例施行規則の一部を改正する規則

名護市行政財産使用料条例施行規則(昭和肪年規則第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第6条」を「第8条」に改める。

第2条第2項中「第3条」を「第5条」に改める。

第3条第1項中「第4条」を「第6条」に改める。

第4条第1項中「第5条」を「第7条」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



名護市告示第 171 号

名護市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。

名護市長渡具知武豊

令和7年Ⅱ月12日

名護市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱~別紙



名護市告示第 172 号

下記書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明、又は外国において送達が困難で訪るため、

地方税法第20条の2の規定により公示送達する。

なお、送達すべき書類は市長が保管し、いつでも送達を受けるべき者にこれを交付司・る。

令和 7年11月14日

公

慨

国民健康保険税納税通知書

国民健康保険税納税通知書

名称

送達

国民健康保険税納税通知書

国民健康保険税納税通知書

国民健康保険税納税通知書

(地方税法第20条の2第3項の規定により、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があ0たものとみなす。)

送達すべき書類

国民健康保険税納税通知書

年度

令和7

令矛Ⅱ7

令千Ⅱ7

令千Ⅱ7

第5期~第8期

令和7

期別

第5期~第8期

令手口フ

第5期~第8期

第5期~第8期

第5期~第8期

名護市長

第5期~第8期

送達を受けるべき者の氏名

渡具知武豊

神田唯

昌力支泉香

比嘉楓希

宮城ひ小る

計6名

屋部孝之

仲村薫

書示



名護市告示第173号

子ども・子育て支援法第58条のⅡの規定により次のとおり告示します。

令和7年H月17日

子ども・子育て支援法第58条のHの規定に基づく公示内容~別紙

畠護市長渡具知武豊



偶リ紙)子ども・子育て支援法第58条の11の規定に基づく公示内容

子ども・子育て支援施設等の種類

私

0

0

凋

長倉
り】需0畔

垂凱10曼の"薫1項

上

件
早

硫琵

元号

生箟羽条の号

年 月

令和

確認辞退

日 元号

7 11

生第"条の10

年

17

月

確認取煩

日 元号 卑 月 日 全部 一部

怯筑58条の10

停止の内宴

卦力停止

コτ

自

停止期間

特定子ども・子育て
支援提供者
(設置生体)

コτ

至 名称

岡田秀子

名称

施設ノ事業所

ちゅらっ二

所在地

非公裏
d,イ'{リー■単●且●卸ら個J.●邑薪"畳制L皐
ι吽
'尋卑吐、苫詮ホーι乢一り畳,閏す'二ι;

備考

居宅酷問型保育事業

、

、.

コ
冨
亘
"
:
,

卓
1
 
-
;
.
J
 
,
'

病
児
保
育

一
時
系
か
り

預
か
り
保
宥

詔
冨
"
轟
育
肩
蛙

尋
糎
■
一
'
叫
賦
 
Y

幽
電
■
一
血
拝
"
リ

1
日

割
支
提
樂
牧

公
私
の
別



名護市告示第174号

令和7年第314回名護市議会臨時会を、次のとおり招集する。

令和7年11月18日

.

令和7年11月25日1期日

名護市議会議事堂2 場所

3 付議事件

①名護市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

②特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について

③名護市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について

④羽地地域交流拠点親水護岸工事請負契約の締結について

⑤物品の購入について(名護市産業支援センター空調機器)

⑥令和7年度名護市一般会計補正予算(第4号)

⑦令和7年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

⑧令和7年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

⑨令和7年度名護市介護保険特別会計補正予算(第2号)

⑩行政財産を使用する権利に関する処分に係る審査請求にっいて

名護市長渡具知

゛
コ
、
、
!
】

●
、
芝
'
、
、
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ー

一
ミ
災

冒

い
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二
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,
一

二
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仁
'
昆
L

「

「

一

.
 
r
゛

ノ
.

i
-
.
、

一

武



名護市告示第 176 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和7年Ⅱ月25日招
集の第3H回名護市議会臨時会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表す
る。

令和7年Ⅱ月25日

゛

令和7年度名護市一般会計補正予算(第4号)

名護市長

記

※なお、原本偶1蜂氏)については、財政課に備えてあります。

渡具知武豊

イ■一ー.'ヨマ

、

闇工.^^^'^^h

"^^

゛1
1

L
^ー.^^^ー

;1

、



名護市告示第 177 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令禾那年Ⅱ月25日招
集の第314回名護市議会臨時会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表す
る。

令禾配年H月25日

令和7年度名護市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)

名護市長

記

※な船、原本偶噺長)については、財政課に備えてあります。

rr

i
渡具知武豊

]ノ '^

'1、、

"、1_. "、J!

"ヴ'1.、 1_P I-.1 !1

ル 1',冬式力

1



名護市告示第 178 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和7年Ⅱ月25日招
集の第3H回名護市議会臨時会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表す
る。

令和7年11月25日

令和7年度名護市介護保険特別会計補正予算(第2号)

名護市長

記

※なお、原本賜1縣氏)については、財政課に備えてあります。
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名護市告示第 179 号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第219条第2項の規定に基づき、令和7年Ⅱ月25日招
集の第3H回名護市議会臨時会において議決を経た下記予算の要領を別紙のとおり公表t
る。

令和7年Ⅱ児25日

令和7年度名護市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)

名護市長

記

※なお、原本拐畔田については、財政課に備えてありまt。

渡具知武豊

.^

t

L^.直■ 、
、
ー



名護市告示第180号

令和7年第221回名護市議会定例会を、次のとおり招集する。

令和7年11月27日

帰

1

2

日

所

令和7年12月4日

名護市議会議事堂

名護市長

1

」
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期
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名護市告示第181号

令和7年度上半期名護市財政事情及び

令和6年度仮決算状況の公表について

名護市財政事倩書の作成及び公表に関する条例第2条第1項の規定

に基づき、令和7年度上半期財政事倩及び令和6年度仮決算状況

を公表する。

令和7年11月28日

名護市長 渡具知
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令和7年度一般会計歳入(上半期執行状況)

7 9

市税

地方肌与税

利子凱交付金

区

配当勲交付金

抹式等譲渡所福割交付金

分

怯人亭業税交付金

地方消費税交付金

ゴルフ場馴用税交付金

環境性能割交付金

予算現顧

国有擢供振設等所在市町村助成交付金

741717フ

地方枯例交付金

地方交付税

収入病額

16コ,冊7

交通安全封覧特別交付金

47228白0

I g58

分担金及υ負担金

14.且?9

立

牧行牢(叫)

使用製及び手数料

45,124

32408

国俸支出金

145.996

】 959

1.6231引

6き.フ

県支出金

フ,854

現年壇分

財産収入

24.6

印.641

フ.ι17.コフフ.000

100.1

0

寄附金

卵.016

予算理噸

195B2

1013035

IB3.287,000

5き.0

鰻入金

3叩.?卯

糧越分

段詑企

即,172

0.0

1.950000

55647

10.337.?09

46'

諸収入

M.8?0,000

9 相5

市債

62.4

22.d080舶

0

5600

0

145,白60叩

41.9

55646

計

コ0.8B5

7411177000

フ.0部.tユ0

0

1 623.791.0帥

46.9

61B コ98

0

183287.000

17.87フ.007

(表示単位未酒を四捨王入しているため.信分の積み上げと合計が一敢Lない場合があります.〕

的 641 000

0.0

現年庶分

0

100.0

5491219

0

17.フ76

1.05B.000

10,5皐ユ 000

4、7228ヨ0,312

0

収入躋額

3師552

?.8冊.57フ

0即之400帥

14.写29.000

6B.0

諾入合割

3.698.324

0

令和7年度一般会計歳出(上半期執行状況)

45.124000

0?'40θ.000

55.6470帥

855797

0.0

繰超分

10337200000

0

145996.000

496774

5.?33,002

1959000

57.6

1.6?3'791.000

2_2即、915

0

J.B5ι 000

a5.3

455606

δ.600000

0

IE8934

69.641.000

空0コ

308B50帥

0

595.665

7 9

0

計

6邑.016000

6玲.)舶 000

3.4剖.600

4.722899B12

19.5B2.000

樋会費

0

f

9.0

1 013035000

0

13、548640000

2.16コ606

0

3?9.240.000

0

紀務費

80.0

牧行牢【")

0

45.12d.000

円】

4939 コ90000

0

57.760.421

2ヨ.リ2372

135,a09

55.647.000

民生費

22.1

0

10 a3T 209000

区

0

2,828577000

0

1 959000

衝生費

9 怜5000

49200

0

00

4028367.042

0

1.65d.000

474.9

皐55.197000

労冊費

5,600.000

0

63.フ

分

?22羽.400

5、?3a a02000

0

551.4?9.000

55646000

30.8師.000

0

農萪水産業費

227

24,6

0

子.026.120000

0

6E.016.000

673.7閉.000

商工費

1013035000

10C.1

0

0

1787フ.0田 042

1.ヰ

595665000

土木費

1000

0

500

5.491_219,000

29.112.372

?.170.000,000

0

IJ.力6462

386

"防費

0

28?85η000

0.0

0

〒算現舶

305.5訟、179

0

9 185000

゛55.605.104

較筒費

0

46.6

2.830.5訟.d93

51 "3420000

0

師5コ07,000

災害復旧費

295360

0

62.4

52コ3 a02000

55646000

1 3 M 600.000

001 457943

12623.邑フヰ

フ.026.120.000

公債煮

支出済顎

0

0

41.9

2.203.915.144

0

20390016

"5、606,18'

誌玉出金

0

46.9

部7.705.10B

6650001 226

相8,91'1015

羽5.665000

144964

4246.ユ岫

〒値費

0

00

195.a 16.000

3484、600000

0.0

17.716.462

0.130.e01

牧行牢(閥)

100.0

0

005,5詑 179

1 叩00叫.504

θ 256302

6553

2.122.37フ

5T 祐き 421 2?6

3.6舶 02a.601

68.0

0

1201.22g

1コ53帖.57ι

1.065 T53

49 1

0

496.フ73943

0.0

0

現年度分

5.234.111

2.260.915.14d

?'θ

2395

0

57.6

455605.184

姑5.'90

207ao.49408θ

1.071770

295.060.000

405

予算現額

0

450

18B.934015

1コ?96 127000

0

き4005g

フ.962.64?

002

207

0

円510350.000

1.350.1tユ

的即0,000

権艶分

(表示単位先満を四捨五入しているため、区分の梢み上げと合計が一致しない場合があります.)

21636057胎

365

0

176436

90

d.??了.1C3.000

352627

2.514.フ7き

?29

1 567906292

0

800

115.0OB.574

?.?51.?93

327746608

31 9

歳出合計

0

22.1

6.053.000

49 ?00000

0

I G01 855000

819666.242

25、含

計

B ?0且

41.547

0.0

222舶.400300

に16.151

295.3印.000

390.415.000

19、106000

414.9

コ2.J

1262a 873,608

4 170旧即000

20390.016242

2日 3

0

1?フ

現年度分

1.OJJ 110.000

聖05?1 005

0

4.フ

4246209,000

1.4

48188記000

0

1ι4.963.9'0

6092;1.500

支出済額

0

4θ.4

3052502a訊

1 057、?81 11】

叫3 θ●4.000

6.550000

386

00

76ε65自7.505

2.122376,905

紐藷分

2,51'、?了3,000

57763421

0.0

1 275865,429

3143、800.600

1.065.152.500

52341】1.171

θ1.238.1'15

0

コ2.592.200

?.コ9ι 964

1.000

47、547000

0

相 8?丑.634

560_714.67フ

1.071.フ70.000

002 石05894

計

1449時949

(位:円)

7962641.600

1?4153 104

5.363090

3.103.000.539

執行率(冊)

1.050.M0155

0

176.436.?00

8256302 旧2

2514713000

1且2891.'8B

35マ 627230

0

】 281.229 119

コ2.6

0

1.6ヨ6.614.004

215005321

0

49 1

299971.699

51.Π3.420.000

2_394,964

1.000

47547000

5.ι88.725

240

4B5.40コ 0θ2

】 216 151.125

405

ヨ400艶515

5JO 07日.670

1.150."2.054

0

き02

6650.001 226

2719200

き65

闘2.6212ao

0

之.之57293.274

22.0

0

57.160.d21.??6

0

01.9

820T 925

1.216.151.125

?5.8

0

0

a2.フ

16.000.755'1ae

マ8,a

0

4.1

0

4θ.4

1 02)幻0 120

0.0

0.0

IB 828634 ?58 326

名護市



令和6年度一般会計歳入(仮決算)

市税

地方膿与貌

利子割交付金

区

配当割交付金

株式等唄韮所掃割交付金

分

伝人事菓貌交付金

抽方漉費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

環境性艶割交付金

国有提供施設等所在市町村助成交付金

〒算現噸

地方特例交付金

地方交付税

フ.137.400

交通安全対覧特別交付金

分担金及び負担金

110,8a5

収入法額

使用料及び手数料

1 641

国俸支出金

16479

フ.29404コ

県支出金

コ6J3)

財産収入

09ヨ36

柏04艶

執行率【貼)

」立

1 620.224

害附金

1631

操入金

6B、8舶

16、4杓

栂越金

19582

06737

坤22

誌収入

3?9.2ι0

103、608

1003

〒算現額

1.520224

市偶

28699B

10.41θ.600

卯0

フ.101.゛00000

68 B84

1000

【袈示単位素満寺四捨五入Lているため.区分の請み上げと台計が一致しない場合がありまオ.)

10743

8.000

179.aa5000

1000

3之9之如

00.310

962

収人済額

砧6.741

1.6d70OC

2B了.203

歳入合計

??.334.3叩

10,690■砧

1000

令和6罪度一般会計歳出(仮決算)

16 ゛7g.000

1.294.8゛03】 0

1000

5103.丑oa

06.7a7.000

4.a17

10B艶6000

1000

180.4舶 000

1.?4?.858

31_437

1.620.之24000

1000

韻行牢(邪)

諸会費

E68.06a

660.437

1.631.000

16952098

坤0 1

4,631、671

68 那9.000

IC.4門.000

総務賞

t026

? 649.54a

4.コフ2.400

19.582.000

36.731000

民生費

侶

a29.240000

133.608000

2.255.762

540

102,ユ

衞生費

412_164

1.620.??4.000

206.99θ 000

川3コ

コ.644 aⅢ

100.3

劣倒巽

829.737

104186CO、000

分

63066、6m

1006

4701 140

6B.80' 362

震林水産業費

99,0

2.649.546

759

100.0

商工巽

10.743.000

8.000.000

320.240.000

852

00.310.000

100,0

土木費

574502

656.741.000

1006

帥7.?03.000

2.121.201

捌肪巽

96.2

22304.3叩.461

10,690.965.000

5583E 6Ba

956

教脊費

100,0

5.103.00コ.乱00

予算現額

97.3

100.0

災害復旧費

4.011.000

?.242.85B.000

】 00.0

31436内5

公慎寮

100,B

860.363.000

139.4

660.406.693

諸支出金

100.0

ユθ0.7舶

169陀.097.812

4831.671.000

14080,θ62

5B.4

〒傭豊

100.1

2.640.545.フ?ユ

゛ 37?.490.3■6

Ig,256293

支出済額

8B 5

102.6

2255161.544

412.164.000

■ B76.7舶

54'0

3.6d' 301.000

8マ9.707.10丑

103.フ

ι3066.60之.0θ4

?能.908

゛コ01.139.604

6054

1■.000.3B7

2.邑40506

100.6

ユ.6".5a6.3馳

執行宰{閥〕

17493286

1 耽2、9幻

75.9

丘

5J4.ε02.014

●.0舶 310

0.61B.194

85.2

?"1?フ?01000

100.6

邑05、B84

55.0き6.603.090

4355

■.212051

1.892.490

980

05,6

045

1 095619

予算現頗

【表示単位未轟を四捨五ALているため.侶分の磧み上げと合計が一致Lない場合が畠ります。)

178197

0).3

2.501 2?5

2.9".900

908

100.0

2887卵.000

97.1

139.4

7g0115

M080ヨ61.934

歳出合計

4.706.?89

719

58.4

内 256.?9a 16゛

θ.676

666

玉出済額

88.5

■日76、7釣,000

55022

?.496.39コ

570

2詑90BO00

71 9

6054000

13000,386 剖0

? 840506,4き丑

98_1

17403285 J丑8

0

1 922.9きa 45゛

執行申【閥)

573

0

408日31?,636

8心10 193、669

009

即58桝.000

09 B

4.35●114

821205τ 40日

1 802480,04ヨ

63.066.603

00

990

1 0956J9 d54

リ且.19J.CO0

00

045

2501.?25000

20"890715

900

子90.1コ5.089

97.1

4.7伍ユ8B O03

53.675.0】フ

1.000

8.676000

71.9

55.022.d08

66.6

2.4g6 "3003

57.0

71.9

9θ.1

0

85.1

57.3

0

30.9

6き066602舶4

99.ヨ

0.0

0.0

53675,071312 85.1

名護市



令和7年度特別会計収支状況(令和7年9月末現在)

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

区

(表示単位未満四捨五入)

分

令和7年度水道事業会計の収支状況(令和7年9月末現在)

L.

区分

収益的収支

資本的収支

予算額

歳

(表示単位未満四捨五入)

8,561β34

予算顎

歳

令和7年度下水道事業会計の収支状況(令和7年9月末現在)

5,556,212

入

2,095,463

収入済額

813,799

入

917,356

収入済額

2.792,395

区分'

2,511,442

収益的収支

執行率御

942,507

資本的収支

288,575

108,418

執行率偶)

(表示単位未満四捨五入)

予算額

32.6

歳

財産の状況(令和7年9月末現在)

1β97,036

45.2

予算額

歳

5,290,976

45.0

35.5

8,561,834

入

土地及び建物

収入済額

予算額

11.8

5,556,212

歳

出

2,197,664

支出済額

引3,799

600.847

1,942,623

出

区

(単位:千円)

4,182β23

支出済額

執行率船

2,386,365

土

290

執行率偶)

分

(単位:千円)

建

528,256

285,288

地

基金

150,117

執行率(%)

物

43.0

財政調整積立基金

48,8

予算額

0.0

国民健康保険事業財政調整基金

歳

42.9

1,391,870

土地開発基金

240

現在高

35.1

5,788,670

公共施設整備基金

区

出

フ.フ

(単位:")

支出済額

国民健康保険高額医療資金貸付基金

74,546,028.67

減債基金

分

(単位:千円)

202,720

高齢者福祉対策基金

401,081.62

491,518

執行率偶)

地域福祉基金

ふるさと農村j舌性化基金

名護市花いっぱい基金

(単位:千円)

介護給付等準備基金

14.6

物品

現在高

名護市水源地域振興基金

8.5

名護市ふるさとまちづくり基金

1,247β45

名護市再編交付金基金

区

名護市子ども夢基金

190,000

車

名護市特定防衛施設周辺整備胴整交付金基金

983,120

分

名護市森林環境譲与税基金

両

有価証券及ぴ出資による権利

10,000

597,372

(表示単位未満四捨五入)

2,610

328,356

区

有価証券

現在

(表示単位未満四捨五入)

出資による権利

5,097

分、

(単位:台)

・十

1,714

246

34,939

476,904

1,955,091

現在

66,055

(単位:千円)

17,毅6

35,924

5,952,355

237,747

447,472

名護市

高

高



令和6年度特別会計仮決算の状況

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

区

(表示単位未満四捨五入)

刀

令和6年度水道事業会計仮決算の状況

'

区分

収益的収支

資本的収支

予算額

歳

(表示単位未満四捨五入)

8.752,171

予算額

5'703,426

歳

入

令和6年度下水道事業会計仮決算の状況

2,035,602

収入済額

フ76,502

入

フ79.346

フ,685.469

収入済額

5,790.957

区分'

執行率(%)

収益的収支

2.071.255

フフフ.865

資本的収支

616.675

執行率偶)

(表示単位未満四捨五入)

87.8

予算額

歳

101.5

財産の状況(令和6年度末現在)

予算額

1,303.908

歳

101.8

100.2

8,752,171

4,893,988

入

土地及ぴ建物

79.1

予算額

5,703,426

歳

収入済額

出

1,994.740

支出済額

フ76,502

1,323,802

2,197.712

出

2,322,125

8,473,815

(単位:千円)

区

支出済額

執行率(%)

5,570,615

土

執行率偶)

1,680,094

(単位:千円)

分

建

755,055

1,272.725

地

基金

執行率(%)

101.5

物

財政調整積立基金

96,8

47.4

予算額

歳

国民健康保険事業財政調整基金

97.フ

1,284,983

84.2

土地開発基金

97.2

5.195,782

現在高

出

公共施設整備基金

57.9

区

(単位:市)

支出済額

国民健康保険高額医療資金貸付基金

74.546,015.67

1.154,141

(単位:千円)

減債基金

分

2.434,486

高齢者福祉対策基金

402,595.37

執行率(%)

地域福祉基金

ふるさと農村活性化基金

名護市花いっぱい基金

(単位:千円)

介護給付等準備基金

89.8

債権

現在高

名護市水源地域振興基金

46,9

3,012,626

名護市ふるさとまちづくり基金

市民税

名護市再編交付金基金

名護市小口資金融資預託金

名護市子ども夢基金

第三土地区画整理事業精算金

190,000

1.423,264

0

名護市特定防衛施設周辺整備調整交付金基金

区

(表示単位未満四捨五入)

名護市森林環境譲与税基金

10,000

分

655,876

物品

(表示単位未満四捨王入)

2,609

330,570

区

5.096

(単位:千円)

車

1,713

・十

現在高

有価証券及ぴ出資による権利

分

44,195

両

408,859

288,216

3,615,470

0

区

35,000

有価証券

(表示単位未満四捨五入)

出資による権利

66,812

204,345

分

現在

673

10,038'308

(単位:台)

66.873

246

現在

(単位:千円)

237,747

447,472

名護市

一
局

高



市債の借入状況(令和7年9月末現在)

目的別

総

民

区

衛

商

チ劣

ノ、

土

林

生

消

生

教

水

て(<
ヅく

工

偵

特

木

産

債

下

防

現在高

債

水

但

別

復

債

水

9,262,759

借入先別

債

債

旧

142β73

2,203,788

道

偵

(単位:千円)

構成比御

道

財

1,419,602

斗

債

簡

昔十

政

366,571

地方公共団体金融機構

区

フ,558,856

保

債

沖縄振興開発金融公庫

融

1,120,57フ

債

28.3

市

■

4,67フ,720

保

郵

資

0.4

27,066

67

R丁

資

中

そ

4.3

険

4,395,480

資

1.1

1,516,646

金

0

23.1

32,691,438

一時借入金の状況(令和7年9月末現在)

金

銀

3.4

済

現在高

143

の

社

0.1

・十

イ丁

国民健康保険特別会計

22,114,350

0.0

等

下

区

13.5

等

水

般

645,230

水

6,639,441

4.6

他

(単位:千円)

100.0

構成比御

道

道

330,701

2,176,276

事

事

業

業

三十

67.6

・十

0

785,440

32,691,438

2.0

0

20.3

・十

現在高

き十

10

67

0.0

0.0

0

2.4

(単位:千円)

構成比御

100.0

0

0

0

0

00

0.0

0.0

0.0

0.0

名護市

育

農

会

害

分

会

分

会

共

会

会



市債の借入状況(令和6年度末現在)

目的別

総

民

衛

区

゛

商

務

土

分

林

生

消

生

教

水

災

工

特

債

木

下

産

債

防

水

現在高

イ貝

別

債

復

水

借入先別

債

9,744,451

イ貝

旧

144,427

債

財

道

(単位:千円)

構成比(%)

2,218,988

道

債

簡

・十

1,452β44

債

政

地方公共団体金融機構

区

保

378,706

升

沖縄振興開発金融公庫

フ,895,918

債

市

28.フ

1,176,493

.

偵

保

分

4β17,975

0.4

郵

資

6.5

そ

30,938

中

貯

険

43

資

4,522225

1 1

資

一時借入金の状況(令和6年度末現在)

23.3

1,582,969

0

金

33,965,934

銀

3.5

金

済

14.2

現在高

の

社

国民健康保険特別

0.1

農業集落排水事業特別

0.0

イ丁

22,982,101

区

133

公共下水道事業特別

等

般

水

47

717,506

等

(単位.千円)

100.0

構成比(%)

6,820,490

他

分

道

330,701

2,281,551

事

67.フ

業

0

き十

2.1

833,585

33,965,934

20.1

計

0

現在高

1.0

6,フ

0.0

6,000,000

0.0

700,000

2.5

(単位:千円)

構成比(%)

100.0

0

6,700,000

0

0

89.フ

10.4

0.0

0.0

0.0

1000

名護市

育

会

農

害

虫昔冏

会

計

会
暑
一
口会
一
=
】
口

会

会
暑
一
口

共

会

計



名護市告示第伶2号

名護市に住所登録している別紙の者について、住民基本台帳法印召和42年法律第81号)

第34条第2項の規定による調査の結果、居住していないことを確認したので、同法第8条

及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により、住民票

を令和7年12月2日に消除したが、本人に通知することが困難なため、同条第4項後段の

規定により告示する。

割
.

令和7年12月2日

住民票職権記載(消除)対象者~別紙

ι

名護市長渡具知

ゴ

■'

、
、
ー
、

ー
ー
、
ー
,
-
 
i
1
.
ー
ミ

武

〕
、
'
,
一

、
一

一

゛

十

一

,
、
一
,

.
J



別紙

番号

1 渡邉麻人

2

氏名

玉城道保

3 崎濱秀明

ぜ

4

昭和44年Ⅱ月He

生年月日

岡隆幸

5

昭和39年5月13日

上原かよみ

6

平成 1年10月12日

糸数竜太

7

昭和51年4月9日

宇茂佐の森四丁目6番地12

フォルトゥーナ降心404号室

本居龍実

8

昭和41年6月1日

大東二丁目13番12-301号

ニューライフ名護

大城亮太

9

昭和56年5月30日

住所

大中一丁目8番3-301号

宮里アパート

仲村薫

10

昭和51年4月2日

大東三丁目13番15-103号

玉城アパート

比嘉楓希

Ⅱ

昭和55年6月25日

大北三丁目15番 1-17-405号

県営名護団地

又吉風希

12

昭和55年5月3日

大東三丁目17番3-A-302号

ビクトリーハイツ

山内昌則

13

平成12年12月20日

字宮里873番地12

オアシスマルジン301号

神田唯

14

平成10年3月巧日

字豊原186番地4

伊波興吉

15

昭和56年7月14日

字世冨慶542番地5

川添香寿美

平成6年6月29日

宇茂佐の森一丁目8番地1

パレス北星2-A

昭和32年4月19日

大東二丁目9番17号

平成5年12月15日

字久志Ⅱ8番地

大東三丁目20番4-203号

トーマスマンション名護

大東三丁目20番4-203号

トーマスマンション名護

2F

大東二丁目Ⅱ番25号

カンセイホーム名護 3-C



様式第認号

名護市告示第183号

公示送達書

下記納税通知書の送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所がともに不明であるから、地方税法第20条の2の規定によって公告する。
なお、下記公告の書類は、市長(市民部税務課)が保管し、いつでもお申出くだされぱ交付します。

令和7年12月3日

納税通知書
発送年月日

抜き取り

納税通知書
番号

抜き取り

年度

2370891

抜き取り

期別

2371162

抜き取り

7

2417073

抜き取り

4

7

納

4期令和8年2月2日

2417081

抜き取り

期

4

7

4期令和8年2月2日

2417049

限

抜き取り

4

.

7

4期令和8午2月2日

2417090

抜き取り

4

7

税

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

2417057

抜き取り

目

4

7

税額等

税額[円]

市県民税
森林環境税

4期令和8年2打 2日

2417065

※地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

4

7

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

2401762

4

7

延

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

一牝歸■一

4

7

金

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

〔泌獣碓一

4

市県民税
森林環境税

〔鄭獣碓一

4期令和8年2月2日

納

インドネシア

住

市県民税
森林環境税

←"・碓一

インドネシア

所

税

名護市長渡具知武豊

市県民税
森林環境税

←*獣絵一

ベトナム

市県民税
森林環境税

ーは碓一

錠

ベトナム

DANIUS BEFANI

←*は碓一

ベトナム

^

氏

ALF IVAN HAFIDZ RIDLO

務

.「,ー,ー.^肝

_、,!,ー,:'、、
"^

^^
..J ,「 r、
'゛一〕^

!Ξ"、

、、,、、
.゛区 .

^i ■

ト誹は碓一

ベトナム

1

;

^

ベトナム

LE THI MINH HIEU

VO DOAN DINH QUANG

゛

^^^

韓国ト排は碓一

BACH T11ANH TIEN

NGUYEN THI KIEU DIEM

TRAN NGOC TUYEN

f;・ヒ{

ベトナム

^^、]一^^三叫^、^ー

者

.' f .' J

:

名

KIM JEONGNYEON

J

NGUYEN ANH THY

ノ

滞
円



納税通知書
発送年月日

抜き取り

納税通知書
番号

抜き取り

年度

2417103

抜き取り

期別

2417111

抜き取り

7

.

抜き取り

242713

4

7

納

4期令和8年2月2日

2371065

抜き取り

期

4

7

4期令和8年2月2日

2371081

限

抜き敢り

4

7

4期令和8年2月2日

2416204

抜き取り

4

7

税

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

2416191

抜き取り

目

4

7

税額等

税額[円]

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

1670506

4

7

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

2398982

4

7

延

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

←*は紬一

4

7

金

市県民税
森林環境税

4期令和8年2河 2日

←*は碓一

4

市県民税
森林環境税

4期令和8年2月2日

←*は栓一

納

ベトナム

住

市県民税
森林環境税

一獣絵一

ベトナム

※地方税法第20条の2第3項の規定に基づき、掲示を始めた日から起算してフヨを経過したときは、書類の送達があクたものとみなされます。

所

税

市県民税
森林環境税

←*は碓一

アメリカ合衆国

市県民税
森林環境税

←*獣碓イ

タイ

義

HOANG THUC TRINH

←*獣碓一

タイ

氏

DANG HOANG YEN

務

ーは碓一

インドネシア

城問須美枝

ーは碓一

インドネシア

者

名

SRI NGAM PRAPAPORN

カナダ

BOONSENG KHWANTHANATSORN

ベトナム

ZA11ARA RYZKlflANDRIYONO PUTRI

AS入IA、RANI AGUSTINA

福地留衣

NGUYEN THE PHI

滞
円



1"""・・・""'・・・'
名護市長 渡具知 武,','・・'印1 ""1

4 ;'?、乢,ー.・.,】 11

名護市公告第舶号の公売に係る公売財産の最高価申込者を下記のとおり決定しました。
、ーーーーー、.^".'.,.ーー、',,,.J

国税徴収法第106条第2項の規定により公告しま寸。

不動産等の最高価申込者決定の公告

、

売却区分
番号

.,

令7-
名護市1

名称、性質及び所在等

換 価

名護市字屋我墨屋原
24番

宅地

397.oon{

財

記

名護市公告第 93

令和 7年Ⅱ月Ⅱ

最高価申込者の決定年月日

備考:最高価申込者が上記換価財産を取得するのは、原則として売却決定をした後、買受代金を完納したときです。

産

'

四部一認-1212(内線194)

令和7年Ⅱ月25日午前10時00分

゛写甲'硬^"『,L亡:"「.C冒,-T甲.一窒一ー、1
「_ノ气_

、゛ノ' 1_コ、 .、÷';"

日時

以上、登記輝の表示による

数量

.'..!、

最高価申込価額

'

船問合せ

'

フ,070,700

最高価申込者

名護市市民部税務課納税係

円

令和7年Ⅱ月4日

一

株式会社
北斗りゾート宮古島

名護市役所税務課

場所

号

在
番
目
積

地
所
地
地
地

士
公
売
財
産

売
却
決
定



別紙(第7条関係)

ql"
名護市公告第

令和 7年Ⅱ月20日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方白治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

.

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

宮里大南線 a工区)道路改良工事(その7)

概要

6

士木一式丁事

入札日時

7

名護市大南・官里地内

入札場所

武'名護市長渡具知

8

契約締結日の翌日(又は契約締結日)~令和8年2月27日

予定価格

(消費税込み)

9

道路改良工事一式

最低制限価格

10

令和7年12月9日(火)午前Ⅱ時

入札保証金

H

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

6,050,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する

質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15

^

指名通知日

16

令和7年Ⅱ月28日(金)歪午

担当課

令和7年12月3日(水)正午

令和7年12月4日(木)

令平U7年12月2日(火)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
都市計画課

?
、
.
斗
 
1
,

ヤ
「
L



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなければなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事C級に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和7年12月9日の入札日までの間)に本市発注の土木一式
工事を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の士木一式工事を施工中の者ではないこと。ただ
し、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者となり得る国家資格取得者(1級・2級士木施工管理技
士、1級・2級建設機械施工技士又は技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

.

会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札について

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年Ⅱ月28日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限
を過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

2

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

矧営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第N号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年12月2日(火)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

.

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第乳S 号

令和 7年Ⅱ月21日

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

入札に付する事項

'

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

安部ナート川整備工事その2

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字安部地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年3月13日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

水路整備工事一式

最低制限価格

10

令和7年12月10日(水)午前部寺30分

入札保証金

11

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

25,036,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年12月1日偶)正午

担当課

令手Π7年12月4日(木)正午

令和7年12月5日(金)

令和7年12月3日(水)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設土木課
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、..i

2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

゛

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の士木一式工事旦量区!空'、量に登録されている者であること。

2

地方白治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者または監理技術者となり得る国家資格取得者(1,2
級士木施工管理技士、 1,2級建設機械施工技士、技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されていない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は士木一式工事B級業者に対し令和7年10月27日付け公告を行ったが、入札参加申
請業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不而となったものである。そのた
め、前回公告時に入札参加申請を行った、土木一式工事B級業者1者及び受注済みの業
者並びに士木一式工事A級全業者(受注中の業者含む)を対象として再度公告する。本
案件を受注しても士木一式工事A級の落札制限の対象としない。

ノ、、

^

/、

配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施にっいて(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者伺士の入札について

戸工

^

^

3

{
{
一

①
②
③
④
⑤

△
一

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

⑥
⑦



4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年12月1日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。、

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の害類を提出後、入札参加資格要件を満たすものにっいては令和7年12月3日(水)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者にっいては、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者にっいては、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第 9()号

令和 7 午 11月21日

名護市公莫型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22午法律第67号)第器4条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

.

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

安部ナート川整備工事その1

概要

6

士木一式工事

入札日時

7

名護市字安部地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結印~令和8年3月We

名護市長渡具知武豊

予定価格
(消費税込み)

9

水路整備工事一式

最低制限価格

10

令和7年12月10日(水)午前10時

入札保証金

Ⅱ

名護市役所第1会議室

ι

契約保証金

12

24,398,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年12月1日明)正午

担当課

令和7年12月4日(木)正午

令和7年12月5日(金)

令和7年12月3日(水)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建設士木課



2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けてぃること。

名護市の士木一式工事旦盤区塾△扱に登録されている者であること。

2

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく主任技術者または監理技術者となり得る国家資格取得者(1,2
級土木施工管理技士、 1,2級建設機械施工技士、技術士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されてぃない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等力新テわれている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

本案件は士木一式工事B級業者に対し令和7年10月27日付け公告を行ったが、入札参加申
請業者が入札執行可能規定数に達しなかったため入札不調となったものである。そのた
め、前回公告時に入札参加申請を行った、士木一式工事B級業者1者及び受注済みの業
者並びに士木一式工事A級全業者(受注中の業者含む)を対象として再度公告する。本
案件を受注しても土木一式工事A級の落札制限の対象としない。

心、

1.'ー.

、

/)、

戸立

ー、^

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札にっいて)

名護市入札における最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札にっいて
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③
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⑦
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4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年12月1日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(CORINS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

樹配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

⑧営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第N号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年12月3日 0拘に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

,

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



名護市公告第96-2 号

羽地大川士地改良区規約445条の規定による財務状況に関する公告縦覧が下記のとおり実
施されているので公告する。

令和7年11月21日

公告薊走覧につし、て

1.縦覧場所:名護市役所掲示板

2.縦覧期間:令和7年11月21日から令和7年12月5日

名護市長 渡具知武豊
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名護市長

渡具知

冬
受杓

U 7'11,1-4

宅農水第228倒号
名急市

武豊殿

羽地大川土地改良区規約第45条の規定による財務状況の

公表の公告依頼について

みだしのことについて、羽地大川士地改良区定款第6条第1項の規定により、

貴市掲示場に下記の期間掲示をお願いします。

羽大士改発第2号

令和7年11月14日

名護市字仲尾次748番地

羽地大川土地改良区

仲地本吉理事長

1.公告する書類

公告書及び令和6年度収支決算書及び財産目録

2. 公告の期問

自:令和7年1

至:令和7年1 ( 1 0日間)

乢

1月

2月

2 1日

5日

記



参考

羽地大川士地改良区

t

定款

(公告の方法)

第6条この士地改良区の公告は、事務所の掲示場及び士地改良区の地区に

属する名護市及び今帰仁村の掲示場に掲示してこれをする。

財務状況の公表関連規程

規約

(財務状況の公表)

第45条理事長は、毎年1回以上収支予算の執行状況並びに財産、区債及

び借入金の現在高その他財務に関する事項を組合員に公表しなけれぱなら

なし、。

会計細則

(財務状況の公表)

第64条規約第45条の規定による財務状況の公表は、次に掲げる書類を

事務所で組合員閲覧に供する方法により行うものとする。

(1)事業報告書

(2)貸借対照表

(3)収支決算書

(4)財産目録

(5)その他理事長が必要と認める事項を記載した書面

2 財務状況の公表を行ったときは、その旨を10日間公告するものとする。

3 理事長は、財務状況を公表するには、あらかじめ監事の監査に付し、そ

の意見を付けて理事会の承認を受けなければならない。



羽地大川士地改良区定款第6条第1項及び規約45条の規定に基づく、

羽地大川士地改良区の財務状況を下記のとおり公告する。

公

(財務状況の期間)

1.令和6年4月1日から令和7年3月3 1日

(財務状況の記載事項)

1.収入支出予算の執行状況・

財産、区債及び借入金の現在高・・2.

組合員の負担の状況3.

名護市地内 経常賦課金

特別賦課金

別紙1のとおり

・・呂1採氏2 のとおり

今帰仁村地内

管理賦課金

金当たり

金当たり

'当たり

経常賦課金

2円

1.04円

0.23円

1円

2円

3.2円

40円

令和7年11月2 1日

金当たり

管理賦課金

仲嵩地区

嵐山地区

水田地区

畑地地区

農業試験場

Ⅲ型

'当たり 2.フ7円

6円

金当たり 28円

21円

40円

サトウキビ

その他作物

サトウキビ

その他作物

Ⅲ型

羽地大川士地改良区

理事長仲地本吉

告

ヨ
ロ



令和6年度羽地大川士地改良区会計決算並びに財産目録について、

令和7年11月13日開催の理事会に船いて承認されました。

羽地大川土地改良区規約第45条の規定により財務状況を公表します。

令和6年度財務状況について

羽地大川士地改良区 '



令和 6年度事業報告書

1 地区及び組合員の状況

地区総面積 1,乞87.7 ha

面積

ノ、、

組合員総数

別

仁

゛

住居別

巨1

、

庶

950.フ

ha

337,01

別

2

1287.フ

仁

^

. 、

丑1

、

職員の状況
代
総代定数關名

員
理事定数肋名
理事長

監事定数 4 名
総括監事

員

ニ、

950.フ

ba

337.01

1,759

2,584 名

1287.フ

560

2,578

59

0.0

0,01

0.01

1,764

0.0

職

561

0.0

259

2,584

0.0

3

備

現総代数詑名

通

事務の経過
区

通常総代会

考

事務局長
臓託職員

0.01

0.01

名 副理事長

備

名

月日
R7.3.26

参加人数
12名
a3名書面)

81.3%

考

監

管理係
臨時職員

7

事

名

議案第1号
令和5年度事業報告並ぴに収支決算と財産目録のについて
議案第2号
令和7年度事業計画並びに収支予算(案)について
議案第3号
役員報酬について
議案第4号
賦課金の設定並びに徴収方法について
議案第5号
一時借入金の最高限度額及び借入方法について
議案第6号
金銭の預入先の指定について
議案第7号
役員の補欠選任(案)について
議案第8号
地区編入及び地区除外の承認について

3

理

名

事

係

5

1

M

4

1

名
名
名

幻

22

5

1

名

82

計
計

務
計

名
名

1
9

名

名
名

1
0

外

役
総
役

名
名

1
6

那
即
 
4



1回理・

分 開
R6.6.26

月日

争

参加人数
10名
50.0%

2回理

議案第1号
令和5年度監査の結果について
議案第2号
令和5年度財務状況の公表について
議案第3号
継続審議事項について
議案第4号
令和5年度賦課金徴収状況について

R6.10.31

参加人数
15名
75.0%

3回理

議案第1号
令和6年度維持管理に係る工事等の随意契約について
議案第2号
理事長決済規定及び事務局長専決規定の一部改正について
報告第1号
令和6年度斌課金a期)徴収状況について
綴告第2号
屋我地大橋添架管漏水対応について
報告第3号
解散業務の進捗について

4回理

R7.1.16

参加人数
10名
50.0%

議案第1号
羽地大川土地改良区個人情報保護に関する規定制定について
報告第1号
令和6年度中間監査の結果について
報告第2号
屋我地大橋添架管漏水対応について

R73.17

参加人数
玲名
怖.0%

議案第1号
令和6年度通常総代会の臼程及び提出議案について
議案第2号
維持管理工事に係る工事の随意契約について
議案第3号
総代選挙について
報告第1号
士地改良区内における農用地の用途変更について
報告第2号
課金(2 )徴収状況について

区

第1回監事会

第2回監事会

月日

R6.6.11

参加人数
4名
100.0%

決算監査
令和5年度決算監査について

R6.11.22

参加人数
4名
100.0%

中間監査
令和6年度中問監査について

区



一般会計

産の部
1 流動資産
(D現金及ぴ預金
現金及び預金

(2)未収賦課金等
未収経常賦課金

(3)その他未収金
未収過怠金
短期未収金
流動資産合計
2 固定資産
a)基本財産
基本財産合計
②特定資産
所有士地改良施設
受託士地改良施設使用収益権
運営調整資金積立金
退職給与積立金
施設補修積立金
特定資産合計
③その他固定資産
機械及び装置
車両運搬具
器具備品等
ソフトウェア
長期未収斌課金等
長期未収賦課金
その他長期未収金
出資金
その他固定資産合計
固定資産合計
3 繰延資産
繰延資産合計
資産合計
負債の部
1 流動負債
未払金
預り金
流動負債合計
2 固定負債
職員退職給付引当金
①未処理地用地補償金
国営士地改良施設用地補償費積立金

固定負債合計
負債合計
正味財産の部
1 指定正味財産
a)受取補助金等
所有土地改良施設受贈益

指定正味財産合計
(うち特定資産への充当額)
2 -般正味財産
(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
債及び正味財産A計

科 目

冒

令和7年3月31日現在

工

当年度

12,736,086

Ⅱ

前年度

832,180

3,148
37 069 796

50 641

3,100,183

立:円)

210

1,025,156

増減

556,350,535
4,435,917
3,781,249
131,901
3 266 566

0

24 176 457

Ⅲ

28

0

301

9,635,903

567

△192,976

966

596,522,674
4,943,623
3,フ79,207
3,376,152
3 264 803

3, H8
12 893 339

168

3

279,793
36,102

22

0

339

611

記上の注意)

414

1,337,179
2,185,842
340 000

△40,172,139
△507,706
2,042

△3,244,251
1 763

886 459

3

47フ,293
131,435

4 178

0

145

△43 920

920

622 786 298

088

当弘業年の決額のみを計上する。

465,813
2,185,842
340 000

0

△197,500
△95,333

24,881,047
325 090

3 600

25 206

486

387

643 788 642

846

137

871,366

930,575

3 748 581

△43 341

16,681,970
21 165

29

679

16 703

885

△21 002 344

156

538,625,921
538,625,921
(538 625 92D

293

4,174,897

135

3 748 581

54,275,084
(29 208 34田

8,199,07フ
303 925

7

24

923

626

8 503

592 901 005

478

△3,244,322

622

57フ,399,916
57フ,399,916
(577 399 916)

613

002

786

△3 244 322

41,762,113
(31 110 391)

298

258

619 162 029

△38,フ73,995
△38,フ73,995
(△38 773 995)

643 788

12,512,971
(△1 902 045)

642

△26 261 024

△21 002 344

697

192

=孟

0
0

335875

857

00

516

0

086

0

275

5

4



令和6年度

第1款

第2款

第3款

士地改良事業収入

第4款

、

補助金当収入

一般会計収支決算書総括表

第5款

収入の部

寄付金収入

第6款

業務受託料収入

第7款

雑収入

第8款

借入金収入

特定資産取崩収入

繰越金

17,660,190

17,003,000

25β84,400

第1款

第2款

0

令和7年度へ繰越

167,496

仁1

第3款

士地改良事業費支出

第4款

一般管理費支出

令和6年4月1日
令和7年3月31日

3,096,655

第5款

士地改良事業負担金支出

0

支出の部

第6款

借入金返済支出

0 第7款

支払利息

第8款

固定資産取得支出

朋βU,741

第9款

特定資産積立支出

(単位:円)

繰越金

予備費

認,362,527

フ,267,429

0

r才

0

0

0

0

0

0

60,629,956

3,181,785円

自
至



収入の部

款 項

1.士地改良事業収入

1.経常賦課金

目

1.経常賦課金

令和6年度収入支出決算書

2.管理賦課金

2.

、,

1.特別鰄課金

当初予算額

特別賦課金収入

3.

18,178,000

1 加入金

4.転用決済金収入

18,175,000

加入金収入

修正後の額

2.補助金等収入

8,4釘,000

1.転用決済金

18,178,000

9,7認,000

1.補助金収入

18,175,000

決算額

1,000

8,437,000

1.水利施設管理強化事業補助金

17,660,190

1,000

9,7認,000

2.

17,660,190

地域農業水利施設ストック
マネジメント事業交付金

1,000

3.

2.助成金等収入

1,000

フ,864,330

増

1,000

士地改良施設突発事故復
旧事業交付金

比較

1,000

9,795,860

57,860

3.寄付金収入

1,000

1 名護市運営補助金

1,000

57,860

14,401,000

1,000

減

1,000

1.寄付金収入

単位

8,326,000

575,670

0

1,000

0

57,860

4.業務受託料収入

4,8部,000

572,670

附記

0

1.寄付金

1,000

14,401,000

円

3,440,000

572,670

0

1.士地改良施設捌乍受託料収入

0

8,326,000

0

0

4,885,000

1,000

6,075,000

0

0

17,003,000

1.

1,000

2.調査業務受託料収入

0

3,440,000

6,075,000

0

料収入

10,928,000

1,000

0

1.調査業務受託金

1,000

1,000

フ,122,000

0

1,000

6,075,000

2,603,000

2.運営事務受託金

1,000

3,806,000

0

6,075,000

1,000

2,6船,000

1,000

24,294,000

1,000

2,237,000

1,000

1,000

6,075,000

24,167,000

0

366,000

1,000

1,000

6,075,000

24,167,000

1,000

1,000

24,294,000

127,000

24,167,000

0

0

0

126,000

24,167,000

0

0

0

25β84,400

1,000

0

1,000

1乞7,000

0

25,750,000

0

126,000

0

25,750,000

0

1,591,400

0

1,000

1,000

0

134,400

1,5認,000

1,000

134,400

1,5器,000

1,000

1,000

8,400

0

8,400

3

0

0

1,000

0

0

1,000



款

の

項

5.雑収入

1.受取利息配当金収入

目

1.受取利息

2.過年度収入

1.未収賦課金

2.雑収入

当初予算額

3. 過怠金収入

岬

1.過怠金

612,000

6.借入金収入

修正後の額

2.督促手数料

1,000

1.その他の借入金収入

1,000

612,000

6促,000

フ.特定資産取崩収入

1.借入金

600,000

決算額

1,000

1.財政調整積立資産取崩収

1,000

3,000

167,496

6促,000

8,000

600,000

1.運営調整資金積立金

9,220

2.

フ,000

9,220

取崩収入

3,000

10,950

1,000

154,042

1.退職給与積立金

』

1.施設更新積立支線取崩収

8,000

1,000

8,220

153,790

フ,000

8.繰越金

弓'

1,000

8,220

妬5,454

'立:

1.施設補修積立金

1,000

2詑

1,000

3,665,000

附記

4,234

1.前年度繰越金

1,000

0

0

1,000

504

0

1,000

448,9認

1.繰越金

0

3,730

1,000

0

1,000

3,6聞,000

2,730

3,322,000

446,210

合

3,322,000

0

2,748

1,000

0

2,730

0

34乞,000

6,496

1,000

3,322,000

計

0

342,000

6,496

0

3,322,000

9,450,000

0

0

9,450,000

342,000

0

0

1,000

0

9,450,000

342,000

0

1,000

70,602,000

0

9,450,000

0

1,000

0

9,450,000

3,665,000

0

0

9,450,000

0

70,602,000

1,000

3,096,655

0

0

1,000

3,096,6聞

0

3,322,000

3,096,6聞

0

3,3器,000

63,811,741

0

342,000

0

342,000

0

6,3認,345

4,皀船,210

0

6,3朋,345

6,353,345

11,0認,469

4



款

の

項

1.士地改良事業費支出

1.維持管理費支出

目

1.給

2.賃

3.賞与支払

与

4.福利厚生費

金

当初予算額

5.消耗什器備品費

.

砺,7妬,000

6.管理補修費

55,746,000

修正後の額

フ.水道光熱費

10,2個,000

8.管理委託費

郭,746,000

13,161,000

9.調査費

55,746,000

2.一般管理費支出

2,7朝,000

10.雑費

決算額

11,8胞,000

4,972,000

1.運営事務費支出

腿,362,527

11,471,000

900,000

腿,362,527

12,500,000

2,839,000

1.役員報酬

11,819,464

4,372,000

1,200,000

2.退職金支払

9,939,580

10,000,000

830,000

3.研修費

2,8器,454

0

5,600,000

4.選挙費

3,7船,782

0

2,3器,473

1,000

1,370,000

、

5.稔代会費

立

17,400,000

0

2,3器,473

11,501,000

1,000

798,528

6.旅費交通費

附記

5,568,3婦

0

9,716,000

フ.通信運搬費

42,536

1,000

1,364,096

0

1,531,420

1,350,000

8.消耗什器備品費

17,330,280

1,000

11,501,000

0

4,341,000

9.支払手数料

0

9,716,000

546

668,218

10.支払負担金等

200,000

0

1,350,000

0

Ⅱ.租税公課

31,472

フ,267,429

0

1,000

4,341,000

0

12.雑費

522,000

31,657

2.事務所費支出

6,278,851

0

200,000

78,000

5,904

1,054,000

0

1.修繕費

969,000

69,720

1,000

3,244,212

0

1,325,000

522,000

2.使用料及び賃借料

1,000

0

220,000

78,000

1,000

0

4,2器,571

969,000

0

160,000

0

3,437,149

1,325,000

0

1,650

50,000

0

296,000

乞20,000

73,637

500,000

0

1,096,788

403,890

1,785,000

160,000

0

859,046

200,000

230,000

50,000

0

140,926

1,555,000

500,000

1,000

0

1,785,000

127,950

520,350

0

乞50,000

認,900

4β開

0

1,5舗,000

334,640

565,110

0

9認,578

465,954

0

242,267

79,074

0

746,311

32,050

0

Ⅱ,100

5

0

165,360

0

796,422

0

フ,733

788,689



款

の

項

3.士地改良事業負担金支出

1.その他負担金支出

目

1.事業費負担金支出

4.借入金返済支出

2.その他の負担金支出

1.公庫資金償還金支出

当初予算額

1.公庫資金償還金支出

2.その他の借入金返済支出

§門

5.支払利息

2,000

修正後の額

1.その他の惜入金返済支出

2,000

1.借入金利息

1,000

2,000

1,000

1.公庫資金借入金

決算額

2,000

6.固定資産取得支出

2,000

2.その他の借入金

1,000

1,000

1.機械及び装置取得支出

1,000

1,000

0

2,000

1,000

0

1.機械及び装置取得支出

2.車両運搬具取得支出

1,000

1,000

0

、

1,000

0

2,000

0

1.車両運搬具取得支出

3.器具備品取得支出

1,000

0

2,000

、

0

2,000

1,000

0

1,000

0

1.器具備品取得支出

附記

4.ソフトウェア取得支出

2,000

2,000

0

1,000

0

41,000

フ.特定資産積立支出

1,000

2,000

0

1.ソフトウェア取得支出

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1.財政調整積立資産支出

2,000

1,000

0

1,000

0

U,000

1,000

0

1,000

1.運営調整資産積立金

0

2.

1,000

1,000

0

1,000

職員退職給付引当積立資産積
立金支出

0

1,000

1,000

0

1,000

0

1.退職給与積立金

3.施設更新積立資産積立支出

1,000

1,000

0

1,000

0

38,000

2,000

1,000

0

0

1.施設補修積立金

38,000

1,000

2,000

0

1,307,000

0

1,000

1,000

0

0

認,000

1,000

1,000

0

0

41,000

認,000

1,000

0

1,307,000

0

964,000

1,000

0

0

964,000

1,000

1,000

0

0

342,000

1,000

1,000

0

964,000

0

342,000

1,000

0

964,000

0

1,000

0

342,000

0

1,000

0

342,000

0

認,000

0

0

認,000

0

1,307,000

0

0

0

1,000

0

0

6

1,000

0

964,000

0

964,000

0

342,000

342,000



款

の

項

8.繰越金

1.次年度繰越金

9.予備費

目

1.次年度繰越金

1.予備費

1.予備費

当初予算額

,.

合

1,000

修正後の額

1,000

計

1,000

2,000,000

1,000

2,000,000

決算額

1,000

2,000,000

1,000

70,602,000

2,000,000

2,000,000

0

2,000,000

0

70,6促,000

0

0

0

0

、

0

60,629,956

1,000

立

0

0

附記

1,000

0

1,000

0

2,000,000

0

2,000,000

0

2,000,000

9,972,044

7



令和7年3月31日現在

資産の部

1,流動資産

現金及ぴ預金
現金

財産

摘

未収賦課金等
未収経常賦課金

目 録

羽地大川士地改良区

要

その他未収金
短期未収金

沖縄県農業協同組合
持残

2.圖定資産

特定資産
所有士地改良施設

ゆうちょ銀行

球銀

受託士地改良施設使用収益

積立金

(単位:円)

金額

国営士地改良施設用地補償費積立金

20

20

その他周定資産

10

、

小計

機会及び装置

車両運搬具(車両2台)

294,483

立金

1,742,903

器具備品等

0

2,039,179

ソフトウェア

1,793

832,180

長期未収賦課金等

37,069,796

小計

596,522,674

4,943,623

601,466,297

平成23年度賦課金
平成24午度賦課金

小計

平成25年度賦課金

131,901

平成26年度賦課金

3,781,285

平成27年度賦課金

3,266,598

平成28年度賦課金

3,748,581

出資金

10,928,365

平成29年度賦課金
平成30年度賦課金
令和元年度賦課金

令和 2年度賦課金

小計

令和 3年度賦課金
令和 4午度賦課金

沖縄県土地改良基金出資金

令和 5年度賦課金

279,793

3

36,102

315,899

資産

9

14,392

43,824

4名

190,447

229,950

2

407,554

12

計

459,112

18

185,281

45

/1、

15,190

38,724

340

フ,021

134,フ78

456,085

883,950

3,066,308

340,000

656,058,024

琉球銀行
琉球銀行

琉球銀行
琉球銀行

給与積立金
調整資金積

補修積立金

高

行

手

琉

金預

運

名

施

名

名

名

名

名

計

2

名

合

6

名

7

名

名

9

職

8

名

営

退

名

設

3



令和7年3月31日現在

負債の部

固定負債
引当金

その他の固定負債

r'

摘

退職給与引当金

要

国営士地改良施設用地補償費積立金

羽地大川士地改良区

負債

(単位:円)

斗

金額

90,767

3,748,581

3,839,348合



名護市公告第俳号

羽地大川士地改良区定款付属書役員選任規定第11条の規定による役員選任に関する公
告縦覧が下記のとおり実施されているので公告する。

令和7年U月28日

公告縦覧について

1.縦覧場所:名護市役所掲示板

2.縦覧期間:令和7年11月28日から令和7年12月4日

名護市長 渡具知武豊

.

r
、

記



名護市長

渡具知 武豊殿

受杓導

07,11.25
名慶水弟.ル/号
名隱市

羽地大川士地改良区定款付属書役員選任規程第11条の規定による

役員選任の公告依頼について

みだしのととについて、羽地大川士地改良区定款第6条第1項の規定により、

貴市掲示場に下記の期間掲示をお願いします。

羽大士改発第2号

令和 7年11月2 1日

名護市字仲尾次748番地

羽地大川士地改良区

件地本吉理事長

1.公告する書類

公告書

2 公告の期間

自:令和7年1

至:令和7年1

記

1月

2月

28日

4日 ( 5日間)



羽地大川士地改良区公告第1号

褒農市

令和7年11月21日開催の令和7年度第2回臨時総代会に為いて選任された
羽地大川士地改良区の役員は次のとおりである。

令和7年11月2 8日

理事監

事の別

ム

理事

理事

氏

理事

宮城直人

理事

庄司幸一郎

名

理事

寄水膚
受杓

川上達也

理事

^^

宮城靖

理事

渡部裕介

ロフ'11'25

理事

名護市字仲尾次456番地2

名農水第bル0ノ号

宮城和文

理事

名護市字真喜屋117番地

上間司己

名護市字親川446番地1

上地周建

住

理事

名護市字親川355番地

長谷川美喜

名護市字仲尾次748番地

羽地大川士地改良区

理事長仲地本吉

理事

名護市字振慶名298番地6

所

理事

名護市字我部祖河349-2番地

田仲康成

理事

名護市字我部祖河113番地

仲村正幸

理事

名護市字屋部203-4番地

真栄田勲

理事

名護市字運天原619番地

第2市営 10 1号

玉城章

理事

金城隆

監事

名護市字中山586番地

被選任区

監事

今帰仁村字湧川1272-1番地

第1被選任区

今帰仁村字天底52-2番地

座喜味務

第1被選任区

監事

今帰仁村字古宇利2014-1番地

小那覇安淳

第2被選任区

名護市字屋我33番地

第2被選任区

任期役員選任規程第11条

比嘉拓也

附記

第2被選任区

員内・再任

第3被選任区

名護市字振慶名 158番地

員内・新任

第3被選任区

今帰仁村字仲宗根2-13番地

コーポマノレナカ 302号

員内・再任

第4被選任区

員内・再任

第4被選任区

名護市字伊差川478番地1

員内・再任

員内・新任

第5被選任区

員内・新任

第6被選任区

員内・新任

第6被選任区

員内・新任

第4被選任区

令和7年12月6日から令和 11年12月5日まで

員外理事

員内・再任

員外理事

員内・再任

員外理事

員内・再任

第2被選任区

員内・新任

第6被選任区

員外・新任

員外監事

員外・

員外

員内・再任

員内・新任

員外・新任

告



別紙(第7条関係)

名護市公告第 98 号

令和 7年12月

名護市公募型指名競争入札の実施に0いて

地方自冶法(昭和22年法律第67号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24午告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
j、。

.

2日

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

名護市消火栓設置工事娘7)

概要

6

水道施設工事

入札日時

7

名護市字伊差川・宇茂佐の森地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結田~令和8年3月13日

名護市長渡具知武豊

予定価格

(消費税込み)

9

消火栓設置工事一式

最低制限価格

10

令和7年12月18日(木)午前部寺30分

入札保証金

H

名護市役所第1会議室

契約保証金

12

』

1 ・
、、,.

申請書提出期限

6,589,000円

名護市工事契約検査課
工務課

帰

設定する

1

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年12月9日(火)正午

担当課

令和7年12月12日(金)正午

令和7年12月12日(金)

令禾Π7年12月 H e (木)

入札関係
t事関係



2 入札参加資格要件、

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の水道施設工事に登録されている者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和7年12月18日の入札日までの問)に本市発注の水道施設
工事を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の水道施設工事を施工中の者ではないこと。ただ
し、入札日の前日までに完成検査済みの者は除く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者又は主任技術者となり得る国家資格取得者 a・2級
士木施工管理技士又は技術士(上下水道部問))」

入札日までの問に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されてぃない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けている者であること。

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成Ⅱ年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないこと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じていない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等が行われている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

名護市指定給水装置工事業者を対象とする。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札について)

名護市入札に船ける最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札にっいて

4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年12月9日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限を
過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

2

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(COR INS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第8号)の写
し

5 才旨名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年12月Ⅱ日(木Xこ指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、次の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者については、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項

3



別紙(第7条関係)

名護市公告第"号
/

令和 7年12月

名護市公募型指名競争入札の実施について

地方自治法(昭和22年法律第釘号)第234条第1項及び名護市公募型指名競争入札実施要綱
(平成24年告示第106号)に基づき、公募型指名競争入札を実施するため、次のとおり公告しま
す。

ニ_ E

9日

一

入札に付する事項

工事名

2 工事の種類

3 施工場所

4 工期

5

やが市営住宅建替機械設備工事

概要

6

管工事

入札日時

7

名護市字屋我地内

入札場所

8

契約締結日の翌日(又は契約締結日)~令和8年3月玲日

名護市長渡具知

予定価格
(消費税込み)

9

機械設備工事一式

最低制限価格

10

令和7年12月25日(木)午前9時30分

入札保証金

11

名護市役所庁議室

契約保証金

12

62,568,000円

申請書提出期限

13

設定する

工事内容に関する
質問締切日

14

免除

質問に対する回答

契約額の10分の1以上。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証
をもって契約保証金の納付に代えることができる。

15 指名通知日

16

令和7年12月16日(火)正午

担当課

令禾Π7年12月19日(金)正午

令和7年12月22日網)

令平U7年12月18日(木)

入札関係
工事関係

名護市工事契約検査課
建築住宅課

^^
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2 入札参加資格要件

次に掲げる事項の全てを満たしていなけれぱなりません。
名護市内に本店を有する者であること。

建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていること。

名護市の管工事A級に登録されてぃる者であること。

今年度(令和7年4月1日から令和7年12月25日の入札日までの問)に本市発注の管工事
(予定価格1,000万円以上のもの)を受注した者ではないこと。

前年度繰越により継続して本市発注の管工事(予定価格1,000万円以上のもの)を施工
中の者ではないこと。ただし、令和7年10月10日までに80%以上の進捗率のある者は除
く。

地方自治法施行令第167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)に規定する者に該当し
ない者であること。

下記の資格を有する技術者を配置でき、また、当該技術者と3力月以上の雇用関係があ
ること。

「建設業法に基づく監理技術者または主任技術者となり得る国家資格取得者(1・2級
管工事施工管理技士、技術士、建築設備士)」

入札日までの間に、名護市指名停止等事務処理要綱に規定する指名停止の措置を受けて
いない者であること。

名護市指名停止等事務処理要綱による警告等を受けた者であって、当該警告等に基づき
要求された内容を履行中の者でないこと。

入札参加資格に基づく改善要求を受けた者であって、当該要求内容が改善されてぃない
者でないこと。

入札日において有効な総合評定値通知書(いわゆる経審)を受けてぃる者であること。

2

会社更生法(平成H年法律第154号)に基づく更正手続又は民事再生法平成H年法律第
225号)に基づく再生手続中の者でないとと。

公告日の3力月前から入札日までの間に不渡り等を生じてぃない者(前号に該当するも
のを除く。)であること。

入札までにおいて、法令・条例等に違反したことにより行政機関等から行政処
分、行政指導等力新テわれている工事等に施工業者としてかかわっている者でないこと。

名護市指定給水装置工事事業者に登録している業者。
本案件は管工事A級業者に対し令和7年Ⅱ月6日付け公告を行い、令和7年12月1日に申請
があった2業者で入札を執行したが、入札事務手続きの誤りにより入札無効となったも
のである。そのため、再度、管工事A級の未受注業者及び、繰越工事を受注中の業者で
令和7年10月10日までに80%以上の進捗率のある2業者を対象に公告を行う。

3 配布資料

名護市公募型指名競争入札の実施について(公告文)

公募型指名競争入札参加申請書

入札心得

入札書

質問書

特記仕様書

図面

数量計算書

注意事項(再度入札にっいて)

名護市入札に船ける最低制限価格に関する要綱

最低制限価格設定例

資本関係等のある資格者同士の入札にっいて

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦

⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫



4 提出書類

次に掲げる書類を令和7年12月16日正午までに工事契約検査課へ提出してください。当該期限
を過ぎて提出のあった者については受付を行いません。

①公募型指名競争入札参加申請書(様式第3号)

②配置予定技術者に手持工事が有る場合は、 CORINSの工事カルテ受領書及び受注時
又は変更時工事カルテの写し(CORINS登録していない場合は、契約書の写し)

③配置予定技術者に係る書類

①配置予定技術者の雇用確認ができる書類

②資格者証の写し

③営業所技術者等証明書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第H号)様式第8号)の写
し

5 指名通知予定日

上記4の書類を提出後、入札参加資格要件を満たすものについては令和7年12月18日(木)に指
名通知を、入札参加資格要件を満たさない者については、その理由を付した非指名通知書を送付
します。

6

入札後、落札候補者の順位を決定し、当該落札候補者の提出書類を確認します。
当該落札候補者の提出した書類が上記2に掲げる入札参加資格要件を欠いた場合又は書類に虚偽
の記載を行っていると判断した場合は、当該落札候補者を失格とし、炊の順位の者の提出書類を
確認します。
入札参加資格要件審査通知書を受けた者のうち、不服のある者にっいては、説明の申し立てを
市長に対して行うことができます。説明の申し立てを行う者は、指定する日までに書面(任意)
により、担当課まで提出してください。

落札者の決定に関する事項
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